別表第2(第4条関係)
出来形検査基準
工種


検査内容
検査密度

共通
矢板工

基準高、変位、根入長、延長
250枚につき1箇所以上、250枚以下の場合は2箇所以上


法枠工
吹付工
植生工

厚み、法長、間隔、幅、延長
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上


基礎工

基準高、根入長、偏心量
1基又は1目地間につき1箇所以上


石・ブロック積(張)工

基準高、法長、厚さ、延長
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上


地盤改良

基準高、幅、厚さ、延長
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上


コンクリート擁壁工
水路工
側溝工

基準高、延長、幅、厚さ、高さ
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上


補強土壁工

基準高、高さ、延長、下側倒れ
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上


土工

基準高、幅、法長
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上

河川
築堤護岸

基準高、幅、厚さ、高さ、法長、河川幅
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上


浚渫(川)

基準高、幅、深さ、延長



樋門・樋管

基準高、幅、厚さ、高さ、延長
(1)　水門、樋門、樋管は、本体部・呑口部につき、構造図の寸法表示箇所の任意部分
(2)　函渠は、同所構造物ごとに2箇所以上


水門




砂防
砂防ダム

基準高、幅、厚さ、延長
構造図の寸法表示箇所の2箇所以上


流路

基準高、幅、厚さ、延長、高さ
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上


斜面対策

基準高、幅、厚さ、延長、高さ
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上

ダム
コンクリートダム

基準高、幅、ジョイント間隔、堤長
5ジョイントにつき1箇所以上


フィルダム

基準高、外側境界線
5測点につき1箇所以上

道路
道路改良

基準高、幅、厚さ、高さ、延長
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上


舗装
路盤工
基準高、幅、厚さ
施工延長200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上　厚さは1kmにつき1箇所以上



舗装工
基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性
基準高、幅及び横断勾配は、200mにつき1箇所以上、200m以下の場合は2箇所以上、厚さは、施工面積10,000m2につき1箇所以上コアーにより検査、ただし施工面積が10,000m2以下の場合は2箇所以上


橋梁下部

基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長、変位
スパン長は、各スパン毎、その他同種構造物毎に1基以上につき、構造図の寸法表示箇所の任意部分


鋼橋上部

部材寸法、基準高、支間長、中心間距離、キャンバー、幅
部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分、その他は5径間未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以上


コンクリート橋上部

部材寸法、基準高、支間長、幅、高さ、厚さ、キャンバー
部材寸法は主要部材について、寸法表示箇所の任意部分、その他は5径問未満は2箇所以上、5径間以上は2径間につき1箇所以


トンネル

基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長
両抗口のほか、施工延長100mにつき1箇所以上、200m以下の場合は3箇所以上

用排水路
開水路
サイホン
暗渠

基準高、厚さ、幅、高さ
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上




中心線のズレ、延長、スパン長
適宜


水路トンネル

支保工間隔・幅、覆工厚さ、中心線のズレ、延長
適宜




基準高、幅、高さ、
施工延長100mにつき1箇所以上、100m以下の場合は2箇所以上


管水路(RC管、PC管、鋳鉄管、強化プラスチック複合管、硬質塩ビ管、鋼管等)

基準高、埋設深
施工延長300mにつき1箇所以上、300m以下の場合は2箇所以上




中心線のズレ、ジョイント間隔、ゴム輪位置、延長
適宜

ほ場整備
表土扱い

厚さ
1ha当たり1点以上、1ha以下は2点以上


基盤・田面整地

基準高、均平度
1ha当たり1点以上、1ha以下は2点以上


畦畔

高さ、幅
施工延長2,000mにつき1箇所以上、2,000m以下は2箇所以上


道路工(砂利道)

基準高、幅、厚さ、延長
幹線道路は500mにつき1箇所以上、支線道路は2,000mにつき1箇所以上、各延長以下は2箇所以上

暗渠排水
吸水渠

布設深、間隔、延長
10本につき1本の割合で、上、下流端の2箇所測定、10本以下は2本以上測定


集水渠(支線)
導水渠(幹線)

布設深、延長
500mにつき1箇所以上、500m以下は2箇所以上

農用地造成
耕土掘り起こし

耕起深
1ha当たり1箇所以上、1ha以下は2箇所以上


テラス(階段畑)

法勾配、幅、耕起幅、側溝幅、側溝高さ
テラス延長1,000mにつき1箇所以上、1,000m以下は2箇所以上


道路工(耕作道)

幅、厚さ、側溝幅、側溝高さ
1,000mにつき1箇所以上、1,000m以下は2箇所以上


土壌改良

PH測定(指定したとき)
10ha当たり1箇所以上、10ha以下は2箇所以上


改良山成

基準高、法勾配
基準高は1ha当たり1箇所、法勾配は1,000m2当たり1箇所以上、各面積以下は2箇所以上

畑灌
スプリンクラー

埋設深
1haにつき1本以上、1ha以下は2本以上

頭首工
本体

基準高、幅、厚さ、高さ、長さ
構造図の寸法標示箇所を適宜測定


護床ブロック(異形ブロック)

基準高、面積
施工面積500m2につき1箇所以上、500m2以下の場合は2箇所以上

ため池
堤体

基準高、堤幅、法長、延長
施工延長20mにつき1箇所以上、20m以下の場合は2箇所以上


洪水吐

基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ、延長、スパン長
施工延長1スパン(9m)につき1箇所の割合で測定、箇所単位のものは適宜測定


樋管

基準高、厚さ、幅、高さ、中心線のズレ、延長
施工延長10mにつき1箇所の割合で測定、箇所単位のものは適宜測定

その他の構造物


工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等
同種構造物ごとに適宜決定する

建築
外部
外壁面
(1)　厚さ、長さ、高さ、平坦性
(2)　規格及び工法
(1)　設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分
(2)　設計図書工法表示箇所の任意部分



屋根面
(1)　厚さ、長さ、高さ、勾配、防水性
(2)　規格及び工法
(1)　設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分
(2)　設計図書工法表示箇所の任意部分



バルコニー
(1)　厚さ、長さ、高さ、間隔、勾配
(2)　規格
設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分



外部建具
(1)　垂直・水平機能、コーキングの有無
(2)　規格
(3)　作動状態
設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分


内部
床面
(1)　厚さ、長さ、高さ、平坦性、防水性
(2)　規格
設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分



壁面
(1)　厚さ、垂直、平坦性
(2)　規格
(1)　設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分
(2)　設計図書工法表示箇所の任意部分



天井面
(1)　高さ、厚さ、平坦性
(2)　下地、仕上げ材の規格
設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分



内部建具
(1)　寸法、規格
(2)　垂直・水平性能、建付け、作動状態
設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分



付属器具類
(1)　規格、数量、性能
(2)　固定状況
設計図書寸法、規格、性能表示箇所の任意部分


外構
雨水排水
(1)　埋設探さ、勾配
(2)　規格
100mにつき1箇所以上、ただし施工延長100m以下の場合は2箇所以上



構内舗装(アスファルト舗装)
(1)　基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性
(2)　路盤
(1)　基準高、幅、横断勾配は、施工面積1,000m2につき1箇所以上コアーにより検査、ただし施行面積1,000m2以下の場合は2箇所以上
(2)　厚さは、施工面積1,000m2につき1箇所以上コアーにより検査、ただし施行面積1,000m2以下の場合は2箇所以上



植栽
寸法、規格
設計図書寸法、規格表示箇所の任意部分



フェンス、門扉
(1)　規格、性能等
(2)　固定状況
全数量



その他工作物
寸法、規格、性能等
設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分

機械設備
屋内
給排水衛生、ガス設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定状況、支持間隔、勾配
(3)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び運転操作の任意部分
(ただし、槽類、熱源機器は全数量)



空気調和設備(自動制御設備を含む)
(1)　規格、性能等
(2)　固定状況、支持間隔、勾配
(3)　各種試験、作動状態




昇降機設備
(1)　規格、性能等
(2)　各種試験、作動状態
全数量


屋外
給排水衛生、ガス設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定状況、支持間隔、勾配流れの状況、埋設深さ
(1)　設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び運転操作の任意部分
(ただし、槽類、熱源機器は全数量)



空気調和設備(自動制御設備を含む)
(1)　規格、性能等
(2)　固定状況、支持間隔、勾配
(3)　各種試験、作動状態




浄化槽設備
(1)　規格、性能等
(2)　各種試験、作動状態
全数量



さく井設備
(1)　規格、性能等
(2)　各種試験
全数量


その他機械設備

(1)　規格、性能等
(2)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び運転操作の任意部分

電気設傭
屋内
電力設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定、支持状況
(3)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び操作の任意部分



受変電設備
静止形電源設備
発電設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定、支持状況
(3)　各種試験、作動状態
全数量



通信・情報設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定、支持状況
(3)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び操作の任意部分



中央監視制御設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定、支持状況
(3)　各種試験、作動状態
全数量


屋外
電力設備
通信・情報設備
(1)　規格、性能等
(2)　国定、支持状況、埋設深さ
(3)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書寸法、規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び操作の任意部分



受変電設備
発電設備
(1)　規格、性能等
(2)　固定、支持状況
(3)　各種試験、作動状態
全数量


その他電気設備

(1)　規格、性能等
(2)　各種試験、作動状態
(1)　設計図書規格、性能等表示箇所の任意部分
(2)　試験及び操作の任意部分

1　本表の工種は、主要なものを対象としているが、本表にない工種については、同種類工種又は設計図書を参考として、適宜測定基準を決める。
2　本表の検査内容は、出来形管理表を参考に検査を実施する。
特別の理由により実施できない場合及び当該工事の主体とならない工種については、管理図、出来形図、写真、ビデオ、又は監督員の確認資料並びに品質証明書等により検査をすることができる。
3　本表の測定基準は、標準を示したものであり、実施にあたっては適宜決定する。
4　出来形数量は、設計数量を下回ってはならない。
5　出来形寸法は、別に定める規格値を満足しなければならない。
6　施工延長とは、施工延べ延長をいう。





